
平成２８年度精神保健等国庫補助金（てんかん地域診療連携体制整備事業）

（民間団体分）公募要領 

 

 

１ 公募する実施団体（応募主体） 

応募主体は、次の条件を全て満たす団体であること。 

(１) 団体において、てんかんに関する専門的な治療及び研究を実施した経験があ

り、事業に関する事務処理等を適切に実施できる能力を有する団体であること。 

(２) 本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等に関する管理能力を有

すること。 

(３) 厚生労働省から補助金交付等停止を受けている期間中でないこと。 

 

２ 事業内容 

次の（１）～（９）までの一連の業務のすべてを実施すること。 

（１）全国てんかん対策連絡協議会の設置及び当該協議会の運営 

（２）てんかん患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援 

（３）てんかん診療拠点機関等への助言・指導及び連携・調整 

（４）てんかん診療支援コーディネーター等に対する研修の実施 

（５）てんかんに関する普及啓発 

（６）てんかん診療拠点機関で集積したデータに基づく分析・評価 

（７）てんかん診療に係る地域連携モデルの研究・開発 

（８）てんかん患者及びその家族への支援体制モデルの研究・開発 

（９）その他てんかん対策に必要な事項 

 

３ 事業対象期間 

実施団体に対し補助基準額等の決定通知がなされた日から平成２９年３月３１日

までとする。 

 

４ 補助基準額等 

(１) 補助基準額 

   厚生労働大臣が必要と認めた額 

(２) 補助率 

定額（対象経費の１０／１０相当）  

(３) 補助対象経費 

補助事業の実施に必要な賃金、共済費、報償費［諸謝金］、旅費、消耗品費、

印刷製本費、役務費［雑役務費、通信運搬費］、使用料及び賃借料、会議費、

委託費 



 【補助対象経費の具体的な支出内容】 

 経費の分類 支出内容 

１ 賃金 

・一次的に雇用される職員（アルバイト）に対して労働

の対価として支払う金銭 

（※常勤職員の給料・手当等の人件費は補助対象外） 

２ 共済費 
・１の支払対象者について、法令に基づいて負担する社

会保険の保険料 

３ 報償費［諸謝金］ 

・協議会等の構成員に対する謝礼 

・講演会、講習会、研究会等の講師の謝礼 

（※いずれも金銭、物品を問わない） 

４ 旅費 
・当該業務遂行上で必要な国内旅行経費 

（※協議会出席者、講師等に対する旅費を含む。） 

５ 消耗品費 

・各種事務用紙、文具の類、収入印紙、雑誌等、その性

質が使用することによって消耗され、若しくは毀損しや

すいもの又は長期間の保存に適さない物品の購入費 

６ 印刷製本費 ・受講票、研修会資料、報告書等の印刷、製本の経費 

７ 
役務費［雑役務費、

通信運搬費］ 

・郵便料、運搬料、電信電話料 

・新聞、雑誌等による広告、宣伝を行う費用 

・銀行振込手数料、翻訳手数料 

８ 使用料及び賃借料 
・協議会等の会場借上料 

（※パソコン等、ＯＡ機器のリース料は補助対象外） 

９ 会議費 
・協議会等の開催に必要な速記料、音響機器等リース料 

・協議会等で提供する茶菓代 

10 委託費 
・調査等を第三者に行わせる場合の経費 

・人材派遣会社に対して支払う派遣料 

※受講者の交通費や滞在費については、研修受講者の負担となるため、対象外で

あること。 

 

５ 採否の決定方法について 

(１) 事前審査について 

次のいずれかに該当する場合は、評価委員会の意見を聴いた上で、審査事務局

の事前審査において不採択とする。 

・平成２９年３月３１日までに事業が終了しない計画である場合 

・別に定める実施要綱と事業内容が明らかに合致していない場合 

・委託料の占める割合が国庫補助所要額の５０％以上である場合 



・事業に携わる者と経理に携わる者が兼務している場合 

・財務諸表等の会計書類から法人の経営状況に深刻な問題があると判断される 

場合 

・１０に定める応募書類が全て提出されていない場合 

また、次のいずれかに該当する場合は、応募書類を受け付けず書類を返却する。 

・法人格のない団体が応募している場合 

・複数の法人が連名で応募している場合 

・１１に示す期限を過ぎて応募書類が提出された場合 

(２) 評価委員会における審査 

応募のあった事業のうち事前審査において問題が認められなかったものについ

ては、事業実施計画書と所要額内訳書のそれぞれについて、評価委員会において

審査を行い、その結果に基づき、予算の範囲内で採否を決定する。（※平成２８

年９月を予定） 

なお、採択に当たっては、２，６００千円を所要額の目安とする。 

【審査の主なポイント】 

・事業実施計画書は、指定課題に対応した事業内容であり、その手法も具体的

で実現可能であるか。狙いとする成果が十分期待できるか。 

・所要額内訳書は、事業の内容・手法に即した合理的な積算となっており、過

大な経費が計上されていないか。 等 

 

６ 応募に当たっての留意事項 

(１) 応募主体について 

複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人として

選定し、当該法人が応募を行うこと。（連名による応募は認めない。） 

(２) 成果物について 

事業実施終了後、事業実績報告書とは別に事業による成果物を、紙冊子のほか、

電子媒体（PDF 形式）を CD-R 等により厚生労働省に提出すること。 

なお、評価委員会における事後評価等において、成果物の質が著しく低いと判

断された団体については、以後の補助金交付の選定に当たって当該評価の結果を

考慮要素とすること。 



(３) その他 

・応募書類を提出した後の書類の追加提出や差し替えは認められないこと。 

・実施団体として採択された場合には、事業の実施計画、実施概要等を、実施 

団体のホームページ等を通じて情報発信に努めること。 

・補助金の支払いは、精算払いを予定していること。 

 

７ 事業実施計画書の作成に当たっての留意事項 

事業実施計画の作成に当たっては、本要領及びてんかん地域診療連携体制整備事

業実施要綱（平成２７年５月２８日障発０５２８第１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）に即して行うこと。 

 

８ 所要額内訳書の作成に当たっての留意事項 

 所要額内訳書の作成に当たり、４（３）の対象費目以外の費目を用いないこと。 

(１) 賃金について 

・本事業に従事する一時的に雇用される職員（アルバイト）の給与（通勤手当

を含む）は、補助の対象であるが、常勤職員に係る給料、各種手当等の人件

費は、補助の対象外であること。 

・一時的に雇用される職員（アルバイト）の人件費の積算は、団体の内規に従

って積算すること。（当該内規資料は、応募の際に併せて提出すること。） 

・法人の理事、取締役等の役員報酬は、補助の対象外であること。 

(２) 報償費［諸謝金］について 

・報償費［諸謝金］の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や

人数等をできる限り明確にすること。 

・報償費［諸謝金］の積算は、団体の内規に従って積算すること。（当該内規

資料は、応募の際に併せて提出すること。） 

・全国依存症対策連絡協議会等に応募団体の役職員が出席した場合の当該役職

員に対する報償費［諸謝金］は、補助の対象外であること。（当該役職員に

対して、別途、応募法人から給与が支給されていない場合も同様とする。） 

(３) 旅費について 



・旅費の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や人数等をでき

る限り明確にすること。 

・旅費の積算は、団体の内規に従って積算すること。（当該内規資料は、応募

の際に併せて提出すること。） 

(４) 委託料について 

・国庫補助所要額のうち、委託料の占める割合は５０％未満とすること。（事

業実績段階においても、当該経費が５０％以上にならないよう留意するこ

と。） 

(５) 使用料及び賃借料について 

・事務所、駐車場の賃料については、補助の対象外であること。 

・ＯＡ機器類（パソコン、コピー機、机、キャビネット等）のリース料は補助

の対象外であること。 

(６) その他 

・食糧費、光熱水費、ガソリン代等の燃料費は、補助の対象外であること。 

・備品（例：パソコン、コピー機、机、キャビネット、自動車、農機具、厨房

用備品）の購入費は、補助の対象外であること。 

 

９ 補助金執行の適正性確保 

本事業に要する経費については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律」の規定により補助金が交付されるので、不適正な使用が認められた場合につ

いては、補助金の返還等の処置がなされることがあることに留意すること。 

 その他、本事業の実施について、次に掲げることに留意すること。 

・事業の収支報告等の事業実績報告書については、厚生労働省ホームページにお

いて公表する場合があること。 

・事業の執行状況を調査するため、事業の実施中又は終了後に現地調査を行う場

合があること。 

 

１０ 実施条件 

(１)  実施団体は、本業務の実施に当たり、本文書に定める事項を確実に行うもの

とする。 



(２)  実施団体は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。なお、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、事

前に厚生労働省の承認を得ること。 

(３)  実施団体は、本業務の実施に当たり速やかに責任者を選任し、厚生労働省に

届け出ること。なお、責任者には、本業務を実施するために必要な能力・経験

を有する自社の者を選任すること。 

(４)  実施団体は、不測の事態により定められた期日までに業務を終了することが

困難となった場合には、遅滞なくその旨を厚生労働省に連絡し、その指示を受

けるものとすること。この場合、実施団体は、事業が困難となった事情を速や

かに解決し、事業の遅れを回復するように努めること。 

(５)   実施団体は、業務の過程において厚生労働省から指示された事案について

は、迅速かつ的確に対処し、実施すること。 

(６)  実施団体は、定期的に厚生労働省と打ち合わせを行い、業務の進捗や作業の

内容を具体的に報告し、厚生労働省の了解を得ること。 

(７)  本事業の実施において、関係者等に対し、自社の宣伝又は営業目的と思われ

るような行為等を禁止する。 

(８)  実施団体は、本業務に関して厚生労働省が開示した情報等（公知の事実等を

除く。）及び業務遂行過程で生じた納入成果物等に関する情報を本業務の目的

以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのため

に必要な措置を講ずること。 

(９)  本文書に記載のない事項及び実施団体で判断することが困難な事項その他

協議が必要な事項については、あらかじめ厚生労働省と協議の上決定するこ

と。 

 

１１ 著作権等 

(１)  本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第２７条及び２８条に定められ

た権利を含む。）は、すべて厚生労働省に帰属するものとする。 

(２)    第三者が権利を有する著作権（写真、音楽等）を使用する場合には、著作権

、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む

一切の手続きを実施団体において行うものとする。 

(３)  政府が所有する資料（写真等）を使用する場合には、協議の上、調達可能な

ものについては厚生労働省が提供する。 

(４)  本文書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら厚生労働省の責任に帰す場合を除



き、実施団体は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 

 

１２ 機密の保持 

(１)  本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業

務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。 

(２)  実施団体の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それ

に伴う弁済等の措置はすべて実施団体が負担すること。 

(３) この項目について実施団体は、事業実施期間の終了後においても同様とする。 

 

１３ 提出書類 

(１)事業の実施に係る次の書類 

・平成２８年度てんかん地域診療連携体制整備事業への応募について（別紙１） 

・事業実施計画書（別紙２） 

・所要額内訳書（別紙３） 

・事業の実施体制（別紙４） 

・事業実施スケジュール（任意様式） 

・人件費、報償費及び旅費の支給基準（団体の内規）（任意様式） 

 (２)実施団体の概要、活動状況等に係る次の書類（任意様式） 

・定款又は寄附行為 

・役員名簿 

・法人の概況書 

・理事会で承認を得た直近の事業実績報告書 

・平成２８年度収入支出予算（見込）書抄本 

 

１４ 提出方法及び提出期限 

提出書類を、次の提出期限内に持参又は郵送により提出してください。 

なお、提出期限を経過して届いた応募書類については、受け付けませんので、締

め切りの厳守について、特に留意してください。 

 
 
 



＜書類の提出先＞ 

〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 

心の健康支援室 障害保健係 

   ※郵送の場合、封筒の宛名面には「てんかん地域診療連携体制整備事業応募

書類」と朱書きにより明記してください。 

 

＜提出期限＞ 

平成２８年９月２０日（火） 

（持参の場合は午後５時まで。郵送による場合も提出期限必着。） 

 

１５ 問い合わせ先 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室 障害保健係 

ＴＥＬ：03-5253-1111(内線3100) 

ＦＡＸ：03-3593-2008 

ただし、問い合わせについては、月曜日～金曜日（祝祭日を除く。）の 

午前９時３０分～午後５時３０分（正午～午後１時を除く。）とする。 

 

 

 

 


